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第３章 計画の基本的な考え方 
 

 

１  計画の基本理念 

本町は、「太陽と海と緑豊かなまちづくり」という第６次町総合計画の理念

に代表されるように、豊かな自然を活かしたまちづくりを目指しています。 

この自然豊かな、住み慣れたふるさとで高齢者になっても心豊かに、元気で

暮らせるように、介護保険サービスをはじめとして、様々な高齢者施策を推進

し、安心して住み続けられるよう支援していきます。 

また、今後 10 年間に団塊の世代が 75 歳以上になり、一人暮らし高齢者や

高齢者のみの世帯、要介護認定者、認知症高齢者が増加することが予測されま

す。 

こうした中、すべての高齢者が生きがいに満ち、暮らし続けるためには、「健

康寿命」の延伸が重要であり、必要に応じて適切なサービスを受けられること

が大切です。しかしながら、近年の社会情勢から、高齢者を公的な福祉サービ

スだけで支えることは難しい状況となってきており、高齢者を取り巻く生活課

題に対し、きめ細かく対応するためには、地域における支え合いや助け合いが

求められます。 

本計画は、高齢者に関する専門的・個別的な領域を担うとともに、前計画の

基本的考え方や趣旨を今後も踏襲し、地域包括ケア体制の実現に向け施策及び

事業を積極的に展開していくため、「南知多町高齢者福祉計画及び第６期介護

保険事業計画」の基本理念を「自然豊かなふるさとで いつまでも心豊かに元

気で暮らそう」を引き続き継承し、高齢者が支えられる立場だけではなく、高

齢者も支える立場として、地域のなかで多様な主体による社会参加の機会を提

供し、本町で暮らすすべての高齢者が、笑顔で元気に暮らせる社会を実現する

ため、地域包括ケアシステムの構築をより一層推進します。 
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２  地域包括ケアシステムの実現に向けて 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）に向け、「医療」、

「介護」、「予防」、「住まい」、「生活支援」の 5 つのサービスを一体的に提供

し、支援が必要な高齢者の住み慣れた地域における生活を支援する地域包括ケ

アシステムの構築をめざすため、在宅医療と介護の連携や地域包括支援センタ

ーの機能強化などに取り組むとともに、今後、増加する認知症高齢者に対応す

るため、認知症施策を推進します。 

また、地域包括ケアシステムにおいては、介護保険サービスだけでなく、様々

な主体による生活支援サービスについても一体的に提供されることにより、高

齢者の生活上の安全・安心・健康が確保され、自立した生活とＱＯＬの向上を

効果的に支援することが可能となります。そのため、町、住民、関係団体など

の協働による地域の介護力や住民同士の共助の仕組みなどの「地域力」で高齢

者の生活支援に取り組みます。 
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図 地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まい 

医療 介護 

生活支援 介護予防 

 

在宅医療・介護連携の推進 

 

認知症施策の推進 

 

生活支援サービスの充実 

 

介護保険制度の円滑な運営 

 

介護保険サービスの質の向上 

 

介護予防・生活支援サービス事業の実施 

高齢者 

地域包括支援センター 

 

地域ケア会議の推進 

 

地域包括支援センター 
の機能強化 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

○訪問型や通所型のサービス、配食などの生活支

援サービスのケアマネジメント 

○身近な場所における健康づくりのための体操や

介護予防の啓発のための講話の実施 など 

○連携のための課題の抽出や解決策を検討するための会議の開催 

○関係職種が相互に理解するための研修会の実施 

○地域における医療・介護等の事業所の把握や、マップの作成 

○在宅医療に関する地域住民への普及啓発 など 

○介護事業者、ＮＰＯや民間企

業、住民ボランティア等によ

る地域のニーズに合った多様

な生活支援サービスの提供 

○生活支援コーディネーター

の配置 など 

日常生活圏域 

○認知症ケアパスの作成と活用に向け

た取組み 

○認知症地域支援推進員の配置 など 

○制度の普及啓発 

○在宅でのサービスや施設・居住系サービ

スとのバランスの取れた基盤整備 

○介護給付費の適正化 など 

○介護サービス事業者に対する指導監督 

○介護従事者の人材育成 など 
通院・入院 

通所・入所 

参加・利用 

○医療と介護、地域とのネットワー

クの構築 

○地域における課題の発見や、課題

解決への取組みの実践 など 

○新たな施策への対応 

○総合相談窓口としての職員の資質向上

を始めとした体制の強化 など 

 

一般介護予防事業の実施 

○支援を必要としている者を把握し、

介護予防活動につなげる 

○介護予防活動の普及啓発 

○住民主体の介護予防活動の育成・支

援 など 

 

連携 
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３  計画の体系 

 

基本理念 基本目標 基本施策 
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１ 地域包括支援センターの

機能強化 

２ 生活支援サービスの充実 

１ 認知症の人のための支援

の充実 

２ 認知症の人や家族を支え

る地域づくり 

２ 高齢者の生きがいづく

り・社会参加の推進 

 

地域に密着したケア体制

の充実 

介護予防の充実 

３ 医療等関係機関との連携

強化 

 

４ 介護保険制度の円滑な運

営 

 

３ 認知症予防の推進 

１ 介護予防や健康づくりへ

の支援 
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４ 本町における日常生活圏域 

日常生活圏域の設定に関しては地理的条件、人口、交通事情、その他社会的

条件、介護給付サービス等を提供するための施設の整備状況を総合的に勘案し

て、保険者ごとに定めることになっています。地域密着型サービスの提供は、

日常生活圏域別に行います。本町では日常生活圏域を１か所と設定しています。 

 

 


